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1.はじめに 
 

「Ver.7.12.0」では、下記の点で、機能変更、機能追加を行いました。 

 

平成 26 年 11 月請求分より、国保連合会への請求方法として、インターネット経由での伝送が開始

されました。それに伴い、インターネット請求対応の請求ファイルを作成できるよう機能を変更しまし

た。 

 

また、訪問介護の提供記録簿の入力方法について、これまでの提供記録簿とは別に、設定項目を自由

に変更でき、入力した記録簿の内容を日報に反映させることができるよう機能追加しました。 

これについては、別途オプションである「タブレット連携機能」を追加することで、Windows を搭載

したタブレット端末で記録簿の入力を行なうことができるようになりました。 

 

タブレット連携機能については別途お問合せ下さい。 
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2. インターネット請求対応 
 

平成 26年 11月請求分より、国保連合会への請求方法としてインターネット請求が開始されました。

それに伴い、介五郎の請求ファイルの作成の選択に「伝送請求（インターネット）」を追加しました。 

 

 

2-1.概要 

 

これまで、介護事業所から国保連への請求方法として「ISDN 回線による伝送」「磁気媒体での提出

（FD・CD 等）」「紙媒体での提出」といった方法がありましたが、平成 26 年 11 月請求分より「イン

ターネット回線による伝送」が開始されました。 

事業所より直接国保連へ伝送する場合は ISDN 回線を契約する必要がありましたが、ADSL や光回線

などの高速回線を利用したインターネットが普及した現在の通信環境の変化や情勢に合わせ、一般的な

高速回線でのインターネットによる伝送を開始したという背景があります。 

 

インターネット請求を行う上では、セキュリティ対策として電子証明書をパソコンにインストールす

る必要があります。（電子証明書の発行申請インストールについては別途、国保連にてご確認下さい。） 

 

 また、インターネット請求を行うためには、インターネット請求が可能な伝送ソフトが必要です。こ

れまで国保中央会の伝送ソフトを利用して伝送を行っていた事業所様には、国保中央会より最新版の伝

送ソフトが平成 26 年 8 月以降に郵送されています。（国保中央会伝送通信ソフト Ver.6 を購入されて

いる事業所様のみ） 

これまで伝送を行っていなかった事業所様は、別途伝送ソフトを購入する必要があります。 

 伝送ソフトについては、国保中央会以外にも、弊社でも取り扱う予定です。詳細については弊社まで

お問合せ下さい。 

 

 なお、現在の ISDN 回線での伝送の他、これまでの請求方法については平成 30 年 3 月末までは継続

して利用が可能です。 
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2-2.インターネット請求の流れ 

 

インターネット請求を行うには以下の手順が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット請求が可能な伝送ソフトのインストール 

電子証明書の発行申請・インストール 

介五郎での媒体区分の変更 

（媒体区分「伝送（インターネット）」へ） 

 

 

介五郎での請求ファイル作成 

 

インターネット請求が可能な伝送での請求ファイルの送信 

 

 

インターネット請求に関する届出の提出 

（国保連合会） 

 

請求方法の決定 

（事業所として請求、代理人に委託、自ら代理人となり請求） 



5 

 

 

1. インターネット請求に関する届出の提出 

インターネット請求に切り替えるには、「電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若

しくは光ディスクによる請求関す届」を「伝送（インターネット）」の区分で国保連合会へ提出し、受

領してもらう必要があります。 

 

2. 請求方法の決定 

インターネット請求では、事業所として請求、代理人（第三者）に請求を委託、自らが代理人となって

請求の中から１つを選択する形になります。請求方法の決定は電子証明書の購入に関わってきますの

で、事業所に適した方法を選択する必要があります。 

 

3. 電子証明書の発行申請・インストール 

インターネット請求を行うための電子証明書の発行申請、パソコンへのインストールを行います。 

電子証明書の発行等については、別途、国保連合会にご確認下さい。 

（参考）http://www.osakakokuhoren.jp/kaigohoken/3606/ 

 

4. インターネット請求が可能な伝送ソフトのインストール 

インターネット請求に対応した伝送ソフトをインストールします。 

インストール手順については、伝送ソフトのマニュアルをご確認下さい。 

※現在、インフォ・テックでも介護伝送ソフトを準備中です。お気軽にお問合せ下さい。 

 

5. 介五郎にて媒体区分の変更（次ページ参照） 

インターネット請求用のファイルを作成するために、「システム設定」にて媒体区分の変更を行う必要

があります。 

 

6. 介五郎での請求ファイル作成 

インターネット請求も、伝送するファイルの作成は従来どおり「給付管理票」「給付費請求書」のメニ

ューで作成します。 

 

7. インターネット請求が可能な伝送での請求ファイルの送信 

介五郎で作成したファイルを伝送ソフトにて請求（送信）します。 
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2-3.媒体区分の変更 

 

インターネット請求を行う場合には、下記の手順でシステム設定にて、請求方法の変更が必要です。 

設定後に、通常通り請求書作成を行って下さい。 

 

 

 

 

※これまでの ISDN 伝送やその他の媒体での請求を継続される場合は媒体区分の変更は不要です。 

※でんそう君をご利用の場合は現在媒体区分は ISDN になりますので媒体区分の変更は不要です。 

※その他の伝送代行をご利用の場合は代行業者に媒体区分の変更が必要かどうかをご確認ください。 

 

 

 

媒体区分について 

区分 説明 

伝送（インターネット） インターネット回線を利用して伝送します。 

伝送（ISDN） ISDN 回線を利用して伝送します。 

MO MO ディスクに保存して提出します。 

FD／CD-R FD（フロッピーディスク）又は CD-R に保存して提出します。 

紙 紙媒体で提出します。 

 

 

 

＜媒体区分の変更方法＞ 

 

 

① メニューバーの「データファイル（S）」-「基

本設定（V）」-「システム設定（V）」より、

システム設定を開きます。 

 

  

注意！ 



7 

 

 

② 「全般設定①」タブ内の「請求方法」の項目に

て「伝送請求（インターネット）」を選択しま

す。 

 

  

 

③ 続いてインターネット請求で使用する伝送ソ

フトの設定を行います。「端末設定」タブにて、

「伝送ソフトの種類」を選択します。 

 

  

 

④ 「伝送ソフトの種類」では、インターネット請

求を行う際に使う伝送ソフトについて該当す

るものを選択します。 

 

※選択する項目については、次々頁の＜伝送

ソフトの種類について＞をご参照くださ

い。 
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⑤ 選択したソフトの種類により、「伝送ファイル

作成パス」「伝送ソフト起動パス」が設定され

ます。 

 

※通常ここに設定されるパスは変更する必要

はありませんが、国保中央会伝送ソフトを

D ドライブなど規定値とは違う場所にイン

ストールしている場合はパスを変更する必

要があります。（次々頁の＜伝送ファイル作

成パス等の変更＞をご参照ください） 

 

  

 

⑥ 設定が完了したら登録(F9)をクリックしま

す。 

 

 

 

⑦ 登録確認メッセージが表示されますのではい

(Y)を選択します。 

  

 

⑧ 登録完了のメッセージが表示されれば登録が

完了です。 
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＜伝送ソフトの種類について＞ 

 

請求方法が「伝送（インターネット）」の場合 

伝送ソフトの種類 左記伝送ソフトを選択するケース 

使用しない ① 代行業者等を利用していて伝送ソフトを使用しない場合 

② 伝送ソフトを使用しているが、伝送ソフトがインストールされてい

ない PC の場合（伝送を別の端末で行っている場合） 

インフォ・テック伝送ソフト ① インフォ・テック介護伝送ソフトを使用していて、インフォ・テッ

ク介護伝送ソフトがインストールされている PC の場合 

国保中央会伝送ソフト ① 国保中央会伝送ソフトを使用していて、国保中央会伝送ソフトがイ

ンストールされている PC の場合 

 

請求方法が「伝送（ISDN）」の場合 

伝送ソフトの種類 左記伝送ソフトを選択するケース 

使用しない ① 代行業者等を利用していて伝送ソフトを使用しない場合 

② 伝送ソフトを使用しているが、伝送ソフトがインストールされてい

ない PC の場合（伝送を別の端末で行っている場合） 

インフォ・テック伝送ソフト インフォ・テック介護伝送ソフトはインターネット請求のみ対応して

いるため、伝送（ISDN）の場合は選択しません。 

国保中央会伝送ソフト ① 国保中央会伝送ソフトを使用していて、国保中央会伝送ソフトがイ

ンストールされている PC の場合 

 

 

請求方法が「伝送（インターネット）」「伝送（ISDN）」以外の場合は「使用しない」を選択します。 
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伝送請求を行っていて、でんそう君や請求代行を

利用している場合及び、伝送ソフトが介五郎とは

別の PC にインストールされている場合は伝送ソ

フトの種類を「使用しない」にしています。 

この状態では「給付管理票」や「請求費請求書」

の作成時にファイルの保存場所を任意に指定する

必要があります。 

 

  

 

① 「給付管理票」や「請求費請求書」作成時に

左記メッセージが表示されますので OK をク

リックしす。 

 

※地域包括支援センターなど介護予防支援事

業所へ提出する分は FD 請求固定の動作に

なります。 

  

 

② 請求ファイルを作成する必要があればはい

(Y)を選択します。 

  

 

③ 請求書データ出力画面が表示されますので、

任意の場所を指定してファイルを保存しま

す。 

 

任意の場所に保存したファイルは、でんそう

君で参照したり、他の PC へ送ることになり

ます。 

  

 

  

注意！ 
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＜伝送ファイル作成パス等の変更＞ 

 

伝送ソフトの種類を設定することにより、伝送ファイル作成パス、伝送ソフト起動パスは自動的に設

定されますが、国保中央会伝送ソフトを使用していて、国保中央会伝送ソフトのインストール場所が既

定の場所（既定では c:\kaigo フォルダーにインストールされます）ではない場合は、任意の場所に変更

することができます。 

 

 

① 伝送ソフトの種類で国保中央会伝送ソフトが

選ばれていることを確認します。 

 

※インフォ・テック伝送ソフトの場合は、伝

送ファイル作成パス、伝送ソフト起動パス

を変更する必要はありません。 

  

 

② 伝送ファイル作成パスを変更する場合は、変

更ボタンをクリックします。 

  

 

③ フォルダーの参照画面が表示されるので、保存

場所を指定します。 

 

（例）D:\kaigo\kaigo_d\Datasend 

 

指定すれば OK をクリックします。 

 

  

 

 

④ 伝送ファイル作成パスの場所が変更されます。 

 

伝送ソフト起動パスも同じように変更する必

要がある場合は変更をクリックして変更しま

す。 
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⑤ 変更が完了したら登録(F9)をクリックして登

録します。 
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＜伝送ファイル作成パス等のクリア＞ 

 

伝送ファイルの作成場所やプログラムの場所の設定をクリアしたい場合や、既定値に戻したい場合に

はクリアボタンをクリックします。 

 

① クリアをクリックすると、処理確認画面が表

示されるので、はい(Y)をクリックします。 

 

 

  

 

② パスがクリアされます。 

  

 

③ 既定値に戻す場合は、一度違うソフトの種類を

選択します。 

（例）使用しないを選択 

  

 

④ 再度、該当するソフトを選択することで、パス

が既定値に戻ります。 

  

 

⑤ 変更が完了したら登録(F9)をクリックして登

録します。 
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2-4.弊社介護伝送ソフトについて 

 

お待たせいたしました。弊社でもインターネット請求に対応した介護伝送ソフトを提供いたします。

基本機能は国保中央会のライブラリで動作致しますので安全にお使いいただけます。（※本ソフトは別途

ご購入頂く必要があります。） 

 

 

電子請求受付システムのＩＤとパスワードでログ

インします。 

  

 

送信処理・送信結果・通知文書の取得から、お知ら

せ一覧やマニュアルの取得までが可能となってお

ります。 

  

 

送信フォルダは介五郎（介護保険版）と連動し、ス

ムーズに操作して頂けます。 

 

※インフォ・テック介護伝送ソフトのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。 

０６－６９７５－５６５５ 
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3. その他の変更点 
 

その他以下の点を変更しました。 

 

・全銀協データ作成の変更点 

 全銀協データ作成時に、サービス毎に全件選択ができるように変更しました。 

 利用者台帳の口座情報にて全角文字を利用した場合に、チェックをかけました。 

 

＜注意！＞これまで複数サービスの利用料を合算して全銀協データ作成を行っていた事業所様は、操作

手順が変わりますのでご注意下さい！ 

 

 

・給付費請求書作成時の入力チェック 

 開始日と終了日の矛盾について入力チェックをかけました。 
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3-1.全銀協データ作成方法の変更点 

 

全銀協データを作成について、介五郎にて複数サービスを導入されている場合、これまでは全件選択

を行うとすべてのサービスが選択され、ファイル作成を行うことができましたが、サービス毎に別の口

座を利用する場合に対応するため、サービス毎にチェックを行う仕様に変更しました。 

 

 

 

これまで複数サービスの利用料を合算して全銀協データ作成を行っていた事業所様は、操作手順が変わ

りますのでご注意下さい！ 

  

 

＜全銀協データ作成の手順＞ 

介五郎にて複数サービスの利用料を合算してデータ作成する場合に下記の手順で行います。 

 

（例）「訪問介護」と「通所介護」の利用料を合算して引き落とししている場合 

 

⑨ メニューバーの「拡張機能（X）」-「全銀協デ

ータ作成（Z）」-「口座振替 全銀協データ作

成（G）」より、作成画面を開きます。 

  

 

⑩ ファイルの提出月を指定し、出力指定機関（自

社口座）を指定します。 

 

請求月日には、引き落し日を 4 桁の数字で入

力します。 

 

振替データ作成ボタンをクリックします。 

  

 

⑪ 「提供月」を選択し、「訪問介護」の項目にて

「全件選択」を選択します。 

注意！ 
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⑫ 続けて、「通所介護」の項目にて「全件選択」

を選択します。 

  

 

⑬ 「作成開始」をクリックします。 

  

 

⑭ 「処理確認」の画面が表示されるので「はい

（Y）」をクリックします。 

  

 

⑮ ファイル名を確認し、任意の場所を指定して、

「保存（S）」をクリックします。 
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⑯ 「処理完了」のメッセージが表示されるので

「OK」をクリックします。 

これで、データ作成は完了です。 

  

 

＜作成データの内容の確認＞ 

複数サービスの利用料を合算して作成した場合、下記の手順で確認することができます。 

 

① 確認のため、作成履歴をクリックします。 

  

 

② 「出力の種類」にて振替明細チェック表を選択

し、プレビューをクリックします。 

  

 

③ 複数のサービスの利用料が合算されているこ

とを確認します。 
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3-2.口座情報入力チェック 

 

今回のバージョンにて、下記の点について入力チェックを強化しました。 

・利用者台帳の口座情報にて全角文字を利用した場合に、チェックをかけました。 

 

＜口座情報＞ 

利用者台帳の口座情報にて、「機関名」「支店名」「預金者名」において、全角文字が入力されていた場合、

確定の際にエラーを表示します。 

 

（例）機関名「ﾏﾙﾏﾙｷﾞﾝｺｳ」を誤って全角文字で 

「マルマルギンコ」と入力されていた場合。 

 

確定をクリックすると、左記メッセージが表示さ

れます。 

 

機関名を半角カナに修正してから再度確定をして

下さい。 

 

同様に、「支店名」「預金者名」についても、全角入力の際にメッセージが表示されます。 
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3-3.給付費請求書入力チェック 

 

＜開始日と終了日の矛盾＞ 

請求書作成の際に開始日、終了日、提供月の間において矛盾があった場合、未入力エラーを表示する

ようになりました。 

 

（利用者台帳） 

 

（例）開始日と実日数に矛盾がある場合 

 

開始日：平成 26年 10月 25 日 

 

（提供票実績入力） 

 

 

サービス提供：平成 26年 10 月 2 日～ 

（提供実日数 9 日） 

 

 

 

 

（給付費請求書） 

 

 

上記のように、サービス開始日とサービス実日数

に誤りがある場合は請求書作成時に警告エラーが

表示されます。 

はい(Y)を選択すると未入力項目リストがプレビ

ュー表示されますので、利用者台帳及び提供票実

績で必要な修正を行い、再度給付費請求書を作成

してください。 

 

（給付費請求書-未入力項目リスト） 
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（給付費請求書-請求明細書） 

 

 

上記の例の場合、サービス提供月が平成 26年 10

月、開始年月日が平成 26 年 10 月 25 日である

にもかかわらず、サービス実日数は 9 日になって

いるため、開始年月日又はサービス実日数が誤っ

ていることが分かります。 

 

 

同様に、下記の場合も未入力エラーになります。 

・開始年月日が提供月よりも後に設定されている場合 

・終了年月日が提供月よりも前に設定されている場合 

・開始年月日が終了年月日よりも後に設定されている場合 
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